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別紙３ 
組合規約 新旧条文対照表 

新 旧 
 

（保険料および調整保険料の負担割合） 
第３９条  一般保険料等額（うち一般保険料分）および調整保険料額の８

４分の５４は事業主、８４分の３０は被保険者において負担する。 
 
（介護保険料額の負担割合） 
第４０条  略 
 
 
（子ども・子育て支援金額の負担割合） 
第４１条 子ども・子育て支援金額の２分の１は事業主、２分の１は被保険

者において負担する。 
 
（予備費の費途） 
第４２条 一般勘定のうち、予備費を充てることのできる費途は、次の各号

に掲げるものとする。 
（１）～（９） 略 
２．介護勘定のうち、予備費を充てることのできる費途は、次の各号に掲げ

るものとする。 
（１）介護納付金   （２）介護保険料還付金 
３．子ども勘定のうち、予備費を充てることのできる費途は、次の各号に掲

げるものとする。 
（１）子ども・子育て支援納付金 （２）子ども・子育て支援金還付金 
 
 

 
（保険料および調整保険料の負担割合） 
第３９条  一般保険料額および調整保険料額の８４分の５４は事業主、８

４分の３０は被保険者において負担する。 
 
（介護保険料額の負担割合） 
第４０条  介護保険料額の２分の１は事業主、２分の１は被保険者におい

て負担する。 
 
新設 
 
 
 
（予備費の費途） 
第４１条 一般勘定のうち、予備費を充てることのできる費途は、次の各号

に掲げるものとする。 
（１）～（９） 略 
２．介護勘定のうち、予備費を充てることのできる費途は、次の各号に掲げ

るものとする。 
（１）介護納付金   （２）介護保険料還付金 
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新 旧 
（準備金の保有方法） 
第４３条 準備金は、次の各号に掲げる方法によって保有しなければならな

い。ただし、準備金のうち前３年度の保険給付に要した費用の平均年額の１

２分の１に相当する額については、第１号又は第２号の方法により保有しな

ければならない。 
 
 
 
 
 
 
（１）郵便貯金 
（２）臨時金利調整法（昭和２２年法律第１８１号）第１条第１項に規定す

る金融機関への預貯金又は金銭信託（運用方法を特定するものを除く。） 
（３）公社債投資信託（外国債を運用の中心とするもの、又は外貨建外国債

を運用対象として含むものを除く。） 
（４）国債又は地方債 
（５）政府保証債又は金融債 
（６）担保付社債 
（７）抵当証券 
（８）コマーシャルペーパー 
（９）社会保険診療報酬支払基金への委託金 
（10）健康保険組合が組合の共同目的を達成するために設置する施設および

組合の福祉事業として行う各種貸付事業への出資金 
（11）法第１５０条の規定による施設である土地および建物 
 

（準備金の保有方法） 
第４２条 準備金（介護納付金に係る準備金を除く）の保有方法は、次の各

号によるものとし、その総額の２分の１以上は（１）、（２）のいずれかの方

法によること。 
ただし、準備金の保有が保険給付に要した費用（老人保健拠出金・日雇拠

出金・退職者給付拠出金を含む）の前３年度の平均年額の１２分の３に相当

する額を保有する場合には、（１）、（２）以外の保有は３分の２まで行って

も差し支えないこと。 
なお、（３）による資産保有については、基本的に元本が保障されるなど

安全性の高いものとすること。 
 
（１）郵便貯金 
（２）臨時金利調整法（昭和２２年法律第１８１号）第１条第１項に規定す

る金融機関への預貯金又は金銭信託（運用方法を特定するものを除く） 
（３）下記の法律に基づく有価証券（但し株式に関するものを除く） 
・金融商品取引法（昭和２３年法律第２５号） 
・投資信託及び投資法人に関する法律（昭和２６年法律第１９８号） 
・抵当証券法（昭和６年法律第１５号） 
（４）金投資口座 
（５）社会保険診療報酬支払基金への委託金 
（６）健康保険組合連合会が組合の共同目的を達成するために設置する施

設、高額医療費に係る貸付事業および在宅療養の環境整備のための貸付事業

に対する出資金 
（７）法第１５０条の規定による施設である土地および建物 
 
２．介護納付金に係る準備金は、原則として次の方法によって保有しなけれ
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新 旧 
２．介護納付金および子ども・子育て支援納付金に係る準備金は、原則とし

て前項第１号、または第２号の方法によって保有しなければならない。 
 
 
（準備金以外の積立金の保有方法） 
第４４条  準備金以外の積立金は、前条第１項第１号から第１０号までの方

法により保有しなければならない。 
 
第４４条～第６２条  略 
 
附 則 
（施行日） 
第６３条 この規約は、令和８年４月１日から適用する。 
 
第６４条～第６７条  略 
 

ばならない。 
臨時金利調整法（昭和２２年法律第１８１号）第１条第１項に規定する金融

機関への預貯金又は郵便貯金 
 
（準備金以外の積立金の保有方法） 
第４３条 準備金以外の積立金は、前条第１項（１）から（６）までの方法

により保有しなければならない。 
 
第４３条～第６１条  略 
 
附 則 
（施行日） 
第６２条 この規約は、令和７年４月１日から適用する。 
 
第６３条～第６６条  略 
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